
別紙 10 

新旧対照表 

【支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について（平成 20 年５月 22 日財関第 591 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

第２ 用語の定義 

  この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴～⑷ （省略） 

⑸ 「システム」とは、税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）及び輸出入・

港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（電子情報処理組織による輸

出入等関連業務の処理等に関する法律（昭和 52 年法律第 54 号）第２条

第１号に規定する電子情報処理組織をいう。）をいう。 

 

第３ 申告の対象等 

 １～３ （省略） 

４ 申告書の記入要領 

   申告を要する旅客等が申告書を作成するに当たっては、申告書様式の

裏面「記入要領」に留意の上、記入する。この場合において、申告をす

る者の使用に係る電子計算機から入力して申告を行うに当たっては、

「税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）事務処理要領」及び「電算関係

税関業務事務処理要領」に留意の上、入力する。 

⑴～⑼ （省略） 

 

第２ 用語の定義 

  （同左） 

 

⑴～⑷ （同左） 

⑸ 「システム」とは、税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）をいう。 

 

 

 

 

第３ 申告の対象等 

 １～３ （同左） 

 ４ 申告書の記入要領 

   申告を要する旅客等が申告書を作成するに当たっては、申告書様式の

裏面「記入要領」に留意の上、記入する。この場合において、申告をす

る者の使用に係る電子計算機から入力して申告を行うに当たっては、

「税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）事務処理要領」に留意の上、入

力する。 

⑴～⑼ （同左） 

 


